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平成３０年度  社会福祉法人清水旭山学園 

事  業  報  告  書 

 

平成３０年度における法人事業について、次のとおり報告します。 

第１．施設整備等 

平成３０年度主な施設整備、設備整備等については、次のとおり事業を執行した。 

尚、循環税関係補助金をもとに計画していた御影農志塾廃プラ再生成型事業は補助

金が不採択だったため、規模を縮小し法人手持ち資金にて事業を開始した。 

（１）清水旭山学園椎茸栽培ハウス及び鶏舎設置工事 

   納入設置業者 株式会社丹陽 

   事 業 費  １０，９６２，０００円 

   資金内訳   法人手持資金 １０，９６２，０００円 

   経 理 処 理  法人本部会計  

（２）清水旭山学園ボイラー室改修及び設備更新工事 

   施工業者   サンプラント・川端商会共同企業体 

   事 業 費  ３２，４００，０００円 

   資金内訳   法人手持資金 ３２，４００，０００円 

   経 理 処 理  法人本部会計  

（３）清水旭山学園外構及び舗装工事 

   施工業者   株式会社三井組 

   事 業 費  ７，８１０，５６０円 

   資 金 内 訳  法人手持資金 ７，８１０，５６０円 

   経 理 処 理  法人本部会計 

（４）清水旭山学園沈殿槽（油脂類分離槽）新設工事 

施工業者   株式会社アステルワークス 

   事 業 費  ２，３５０，０００円 

   資 金 内 訳  法人手持資金 ２，３５０，０００円 

   経 理 処 理  法人本部会計  

（５）清水旭山学園冷凍庫新設及び食品加工場設備更新 

   納入設置業者 株式会社アステルワークス、タニコー株式会社 

事 業 費  ７，６４５，３２１円 

   資 金 内 訳  作業設備更新積立資産 ７，６４５，３２１円 

   経 理 処 理  法人本部会計 

（６）解体工事（椎茸栽培棟,グループホームななかまどⅡ,御影農志塾作業場休憩室） 

   施工業者   株式会社アステルワークス 

事 業 費  ５，５１９，０００円 

   資 金 内 訳  法人手持資金 ５，５１９，０００円 

   経 理 処 理  法人本部会計 

（７）生産活動用山林取得 

   上川郡清水町字旭山５番地１ 山林 11,613 ㎡ 

上川郡清水町字旭山５番地１ 山林  6,576 ㎡ 

売 主    清水町 
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   事 業 費  ７１，３００円 

   資 金 内 訳  法人手持資金 ７１，３００円 

   経 理 処 理  清水旭山学園会計 

（８）清水旭山学園排水処理施設 

納入設置業者 藤原工業株式会社 

   事 業 費  ９，９３６，０００円 

   資 金 内 訳  法人手持資金 ９，９３６，０００円 

   経 理 処 理  法人本部会計 

（９）御影農志塾廃プラ再生成型機設置 

納入設置業者 稲畑ファインテック、川端商会、大月鉄工、大栄電設 

   事 業 費  ２７，７０７，０００円 

   資 金 内 訳  法人手持資金 ２７，７０７，０００円 

   経 理 処 理  法人本部会計 

（10）せせらぎハウス軒天等改修工事 

   施工業者   株式会社ナリタック 

事 業 費  ２，８５１，２００円 

   資 金 内 訳  法人手持資金 ２，８５１，２００円 

   経 理 処 理  法人本部会計 

（11）せせらぎハウスボイラー更新工事 

   納入設置業者 有限会社川端商会 

事 業 費  ７３４，４００円 

   資 金 内 訳  法人手持資金 ７３４，４００円 

   経 理 処 理  法人本部会計 

（12）清水旭山学園管理棟改築先行工事（仮設事務室工事、強電・弱電事前盛替え工

事） 

   施工業者   株式会社ナリタック、大栄電設株式会社 

事 業 費  １６，６１０，４００円 

   資 金 内 訳  法人手持資金 １６，６１０，４００円 

   経 理 処 理  法人本部会計 

（13）旭山農志塾生産品加工用備品 角蒸器一式 

   納入業者   タニコー株式会社 

事 業 費  １００，０００円 

   資 金 内 訳  一般社団法人生命保険協会帯広協会助成 

１００，０００円 

   経 理 処 理  法人本部会計 

 

第２．登記事務及び定款変更 

（１）資産、総額変更登記申請書提出 

     平成３０年 ３月３１日変更、平成３０年 ６月２２日登記 

（２）土地の関わる登記状況 

上川郡清水町字旭山５番１ 山林 11,613 ㎡ 

上川郡清水町字旭山５番３ 山林  6,576 ㎡ 
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所有権移転登記 平成３０年 ６月２５日 

（３）定款変更認可申請 

社会福祉法人定款変更認可申請書提出（建物解体・農地購入 基本財産の増減） 

     平成３０年７月１１日提出、平成３０年７月１８日認可 

    

第３．理事会開催状況 

 平成３０年度理事会は、次のとおり８回開催し、法人運営について審議した。 

第１回理事会 平成３０年５月２４日 

 審議事項等 

（１）平成２９年度法人本部及び各施設にかかる事業報告について 

（２）平成２９年度法人本部会計及び各施設会計に関する決算について 

（３）清水旭山学園排水処理施設について 

（４）平成３０年度補正予算について 

（５）防火管理規程の一部改正について 

（６）生産活動用山林の取得について 

（７）法人監事による監査結果について（決算監査報告） 

（８）循環資源利用促進施設整備費補助金申請について 

第２回理事会 平成３０年 ６月２８日 

  審議事項等 

（１）清水旭山学園機械室改修工事に関わる施工業者の選定について 

（２）業務報告（第一四半期） 

第３回理事会 平成３０年 ７月１３日 

  審議事項等 

（１）清水旭山学園機械室改修工事に関わる施工業者選定の入札参加者について 

（２）清水旭山学園管理棟改築工事に関わる設計監理委託業者の選定について 

（３）清水旭山学園管理棟改築工事に関する仮設設置工事について 

第４回理事会 平成３０年 ９月１４日 

  審議事項等 

（１）御影農志塾廃プラ再生生成事業について 

（２）清水旭山学園機械室改修工事に関わる入札結果について 

（３）業務報告（第２四半期分） 

第５回理事会 平成３０年１１月１６日 

  審議事項等 

（１）清水旭山学園管理棟改築工事に関する先行工事について 

（２）平成３０年度補正予算について 

（３）清水旭山学園管理棟改築工事に関わる設計監理委託契約について 

（４）法人監事による監査結果について 

（５）平成３０年度事業計画及び予算の執行状況について 

（６）給与制度改正等諸規程見直し検討委員会の状況について 

（７）平成３１年度新卒職員採用状況について 

 

第６回理事会 平成３１年 １月２５日 
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  審議事項等 

（１）清水旭山学園管理棟改築工事について 

（２）清水旭山学園管理棟改築工事に関する施工業者の選定について 

（３）給与規程の一部改正について 

（４）再雇用規程の一部改正について 

（５）契約職員規程の一部改正について 

（６）キャリアパス等級制度規程について 

（７）就業規則の一部改正について 

（８）業務報告（第３四半期分） 

（９）障害者総合支援法に基づく実地指導の結果について 

（10）会計監査人の設置について 

（11）法令遵守責任者への投稿について 

第７回理事会 平成３１年 ２月１４日 

  審議事項等 

（１）清水旭山学園管理棟改築工事に関する施行業者選定の入札参加者について 

（２）定款改正案について 

（３）定款細則について 

（４）役員及び評議員の報酬等に関する規程について 

（５）評議員選任解任委員会運営細則改正案について 

（６）法令遵守責任者よりの報告について 

（７）評議員会の開催について 

第８回理事会 平成３１年 ３月１９日 

  審議事項等 

（１）平成３０年度法人本部会計及び各施設会計に関わる予算の補正について 

（２）平成３１年度法人本部及び各施設に関わる事業計画（案）について 

（３）平成３１年度法人本部及び各施設に関わる予算について 

（４）平成３１年度指名業者について 

（５）給与規程の一部改正について 

（６）共同生活援助事業所運営規程の一部改正について 

（７）社会福祉法人清水町社会福祉協議会よりの要請について 

（８）本部業務報告（第４四半期分）各施設年度業務報告 

（９）法人監事による監査結果について 

（10）清水旭山学園管理棟改築工事に関する入札結果について 

 

 

第４．評議員会開催状況 

 平成３０年度評議員会は２回開催した 

第１回評議員会（定時評議員会） 平成３０年６月２２日 

  審議事項等 

（１）平成２９年度法人本部及び各施設に関わる事業報告について 

（２）平成２９年度法人本部及び各会計に関わる決算について 

（３）定款変更について 
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（４）法人監事による監査結果について（決算監査） 

（５）業務報告 

（６）平成２９年度法令遵守責任者業務報告 

第２回評議員会 平成３１年 ３月２９日 

  審議事項等 

（１）平成３０年度法人本部会計及び各施設会計に関わる予算の補正について 

（２）平成３１年度法人本部及び各施設に関わる事業計画について 

（３）平成３１年度法人本部及び各施設に関わる予算について 

（４）定款改正案について 

（５）定款細則について 

（６）役員及び評議員の報酬等に関する規程案について 

（７）社会福祉法人清水町社会福祉協議会よりの要請について 

（８）法人本部及び各施設業務報告 

（９）法人監事による監査結果について 

（10）障害者総合支援法による実地指導の結果について 

 

 

第５．監査等実施状況 

（１）法人監事による監査は、下記のとおり実施され、法人運営及び本部、各施設会

計並びに施設業務全般について実施された。 

第１回 平成３０年 ５月１７日  第２回 平成３０年１０月１０日 

第３回 平成３０年１１月１３日  第４回 平成３１年 ３月１８日 

以上、平成３０年度は４回の監査が実施された。 

（２）業務委託契約による巡回監査は、吉岡税務会計事務所により月次巡回監査及び

決算業務監査について予定どおり実施された。 

（３）十勝総合振興局保健環境部社会福祉課による障害者総合支援法に基づく実地指導

は、次の通り実施され、指摘事項はなかった。 

   実施年月日  平成３０年１１月２７日 10：00～16：00 

   実施場所   清水旭山学園会議室 

   対象事業   法人本部、障害者支援施設清水旭山学園、清水旭山学園短期入

所、清水旭山学園相談支援事業所、生活介護事業所清水旭山学

園通所ホーム、多機能事業所旭山農志塾 

   実施年月日  平成３０年１１月３０日 13：00～16：30 

   実施場所   リゾーム集会室 

対象事業   障害者支援施設あさひ荘、あさひ荘短期入所、あさひ荘相談支

援事業所 

 

 

第６．法人下施設の借入金の状況 

（１）十勝信用組合 

     御影農志塾会計にて経理処理（平成３１年３月３１日現在） 

借入目的 廃プラリサイクル設備資金 
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借入金額 ４６，９４７，６００円 

利率 年１.０％ 

借入期間 ５年 

借入年月日 平成２６年 ７月２３日 

償還済額  ４３，８１７，７６０円 

償還未済額 ３，１２９，８４０円 

平成３０年度 償還内容 

  元金  ９，３８９，５２０円 

  利息     ８２，４１９円 

   計  ９，４７１，９３９円 

 

（２）帯広信用金庫 

     本部会計にて経理処理（平成３１年３月３１日現在） 

借入目的 あさひ荘改築及び御影農志塾

廃プラ再生工場新設資金 

借入金額 ３００，０００，０００円 

利率 年０.３５％ 

借入期間 ５年 

借入年月日 平成２８年 ９月３０日 

償還済額 １５０，０００，０００円 

償還未済額 １５０，０００，０００円 

平成３０年度 償還内容 

  元金  ６０，０００，０００円 

  利息     ６２１，７４７円 

   計  ６０，６２１，７４７円 

  

第７．定款をはじめ各種規程の見直し 

  職員が資格取得など意欲を持ち続ける事が出来るような体制や諸規程の改正を外

部有識者の意見を伺いながら進めると事業計画にて示していたが、結果、給与規程

をはじめ多くの規程を改正するに至った。また役員が研修等を積み、検討してきた

定款の改正、定款細則制定及び役員報酬基準の改正についても理事会、評議員会で

議決され定款変更認可申請書を提出できることとなった。 

  

第８.法令遵守責任者の法人下施設への巡回指導と電話相談について 

法令遵守責任者を役員が担当し、毎月各施設を巡回した。各施設の現状の把握、

介護援助員、支援員等利用者を直接処遇する職員との対話を含めた巡回となった。

また職員のための電話相談日を月２回設定したほか、法令遵守責任者のみが施錠を

解除できる投書箱を設置している。このまま放置すると虐待に繋がり兼ねない状況

を投書で把握することができ、再発防止のための研修を開催することができた。 
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社会福祉法人清水旭山学園定款 

 

 

         第 １ 章   総      則 

（目 的） 

第 １ 条  この社会福祉法人（以下「法人」という 。）は、多様な福

祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供され

るよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保

持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができ

るよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 

    （１）第一種社会福祉事業 

      （イ）特別養護老人ホームの経営 

      （ロ）障害者支援施設の経営 

    （２）第二種社会福祉事業 

      （イ）障害福祉サービス事業の経営 

（ロ）認知症対応型老人共同生活援助事業の経営 

（ハ）老人短期入所事業の経営 

（ニ）相談支援事業の経営 

（ホ）老人デイサービス事業の経営 

（名 称） 

第 ２ 条  この法人は、社会福祉法人清水旭山学園という。 

（経営の原則等） 

第 ３ 条  この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわし

い事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経

営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの

質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域

福祉の推進に努めるものとする。 

２  この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又

は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額

な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。 

（事務所の所在地） 

第 ４ 条  この法人の事務所を北海道上川郡清水町字旭山南８線５８

番地１に置く。 
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          第 ２ 章   評 議 員 

（評議員の定数） 

第 ５ 条 この法人に評議員７名以上１０名以内を置く。 

（評議員の選任及び解任） 

第 ６ 条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び

解任は、評議員選任・解任委員会において行う。 

２ 評議員選任・解任委員会は、監事１名、事務局員１名、外部委

員１名の合計３名で構成する。 

３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選

任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。 

４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評

議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなけれ

ばならない。 

５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、

外部委員が賛成することを要する。 

（評議員の任期） 

第 ７ 条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最

終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げ

ない。又補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 評議員は、第５条に定める定数に足りなくなるときは、任期

の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就

任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

（評議員の報酬等） 

第 ８ 条 評議員に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の

基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 

 

第 ３ 章   評議員会 

（構成） 

第 ９ 条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 

（権限） 
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第１０条 評議員会は、次の事項について決議する。 

(1) 理事及び監事の選任又は解任 

(2) 理事及び監事の報酬等の額 

(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 

(4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認 

(5) 定款の変更 

(6) 残余財産の処分 

(7) 基本財産の処分 

(8) 社会福祉充実計画の承認 

(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めら

れた事項 

（開催） 

第１１条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後３箇月以内に

１回開催するほか、必要がある場合に開催する。 

（招集） 

第１２条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議

に基づき理事長が招集する。 

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集

の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 

（決議） 

第１３条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員

を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害

関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をも

って行わなければならない。 

(1) 監事の解任 

(2) 定款の変更 

(3) その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ご

とに第１項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者

の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を

得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を

選任することとする。 
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４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、評議員（当該事項につ

いて議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電

磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議が

あったものとみなす。 

（議事録） 

第１４条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録

を作成する。 

２ 議長及び出席した評議員の内から選出された議事録署名人２名

がこれに署名又は記名押印する。 

 

第４章 役員及び職員 

（役員の定数） 

第１５条 この法人には、次の役員を置く。 

(1) 理事 ６名以上９名以内 

(2) 監事 ２名以上３名以内 

２ 理事のうち１名を理事長とする。 

３ 理事長以外の理事のうち１名を副理事長、１名を常務理事とする

ことができる。 

（役員の選任） 

第１６条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 理事長及び副理事長並びに常務理事は、理事会の決議によって

理事の中から選定する。 

（理事の職務及び権限） 

第１７条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところに

より、職務を執行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を

代表し、その業務を執行する。 

３ 副理事長は理事長を補佐し、常務理事は理事会において別に定め

るところにより、この法人の業務を分担執行する。 

４ 理事長及び常務理事は、３箇月に１回以上、自己の職務の執行の

状況を理事会に報告しなければならない。 

（監事の職務及び権限） 

第１８条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、
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監査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、

この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

（役員の任期） 

第１９条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のう

ち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨

げない。又補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 理事又は監事は、第１５条に定める定数に足りなくなるときは、

任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就

任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

（役員の解任） 

第２０条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決

議によって解任することができる。 

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪

えないとき。 

（役員の報酬等） 

第２１条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支

給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 

（職員） 

第２２条 この法人に、職員を置く。 

２ この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長

等」という。）は、理事会において、選任及び解任する。 

３ 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。 

４ この法人に法人事務長を置くことができ、法人事務長は理事会に

おいて選任及び解任する。 

 

第５章 理事会 

（構成） 

第２３条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

（権限） 

第２４条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が
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定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。 

(1) この法人の業務執行の決定 

(2) 理事の職務の執行の監督 

(3) 理事長及び副理事長並びに常務理事の選定及び解職 

（招集） 

第２５条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が理

事会を招集する。 

（決議） 

第２６条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を 

除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わ

ることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述

べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。 

（議事録） 

第２７条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を

作成する。 

２ 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

第６章 資産及び会計 

（資産の区分） 

第２８条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、公益事業用財産、そ

の他財産の三種とする。 

２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 

（１）北海道上川郡清水町字旭山南９線５７番地２、南８線５８番地１、南

８線５８番地３、南８線５８番地１先所在の鉄筋コンクリ－ト、鉄骨

造、陸屋根、合金メッキ鋼板葺２階建 

障害者支援施設 清水旭山学園 園舎１棟 

（延面積４，０５２．７５㎡）  

（ 2）北海道上川郡清水町字旭山南８線５８番地１所在の鉄骨造          

亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

障害者支援施設 清水旭山学園 園舎１棟 （延面積１７０．１㎡） 
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（３）北海道上川郡清水町字御影４９９番地２所在の鉄骨造、亜鉛メッキ鋼

板葺、陸屋根 平家建 

障害者支援施設 あさひ荘 園舎１棟（延面積２，３７４．５８㎡） 

（４）北海道上川郡清水町御影東２条南１丁目１２番１所在の宅地１筆 

（延面積１，２２２．６７㎡平方メ－トル） 

（５）北海道上川郡清水町御影東２条南１丁目１２番地１所在の鉄骨造 亜

鉛メッキ鋼板葺 平家建 

知的障害者グループホームジェントリー 住宅１棟 

（延面積４０５．３６㎡） 

（６）北海道上川郡清水町字旭山南９線５７番地２所在の鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板葺 ２階建 

清水旭山学園 地域交流ホ－ム １棟 （延面積６６９．５９㎡） 

（７）北海道上川郡清水町字旭山南８線５８番地２所在の鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板葺 ２階建 

生活介護事業所 清水旭山学園通所ホーム園舎１棟 

（延面積４６５．１１㎡） 

（８）北海道上川郡清水町御影東２条１丁目１番地１所在の木造亜鉛メッキ

鋼板葺２階建 

知的障害者グループホームみさわハイツ住宅１棟 

（延面積１９８．４４㎡） 

（９）北海道上川郡清水町御影東２条１丁目１番１所在の宅地１筆 

   （延面積６１３．１６㎡） 

(10）北海道上川郡清水町字旭山南８線５８番地２所在の鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板葺 平家建 

生活介護事業所 清水旭山学園通所ホーム訓練棟１棟 

（延面積１１５．７１㎡） 

(11) 北海道上川郡清水町字旭山南８線５４番７所在の山林１筆 

（延面積 １，９６６㎡） 

(12) 北海道上川郡清水町字旭山南８線５４番１５所在の畑１筆 

（延面積 ２，６８９㎡） 

(13) 北海道上川郡清水町字旭山南８線５４番１６所在の山林１筆 

（延面積   ８３８㎡） 

(14) 北海道上川郡清水町字旭山南８線５４番１７所在の山林１筆 
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   （延面積    ５０㎡） 

(15) 北海道上川郡清水町字旭山南８線５４番１８所在の山林１筆 

   （延面積 １，５９０㎡） 

(16) 北海道上川郡清水町字旭山南８線５６番２所在の山林１筆 

（延面積１２，７６４㎡） 

(17) 北海道上川郡清水町字旭山南８線５６番９所在の畑１筆 

（延面積 ５，１６３㎡） 

(18) 北海道上川郡清水町字旭山南９線５５番１所在の山林１筆 

（延面積 ７，８１０㎡） 

(19) 北海道上川郡清水町字旭山南９線５５番２所在の山林１筆 

（延面積   ７０３㎡） 

(20) 北海道上川郡清水町字旭山南９線５５番５所在の山林１筆 

（延面積 ４，０４４㎡） 

(21) 北海道上川郡清水町字旭山南９線５５番７所在の山林１筆 

（延面積    ２２㎡） 

(22) 北海道上川郡清水町字旭山南９線５５番１１所在の雑種地１筆 

（延面積   ８１１㎡） 

(23) 北海道上川郡清水町字旭山南８線５６番地２.５６番地９所在の鉄骨

造 亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

多機能型事業所 旭山農志塾 園舎１棟 （延面積５２１．５５㎡） 

(24) 北海道上川郡清水町字旭山南８線５４番５所在の山林１筆 

（延面積 １，５０２㎡） 

(25) 北海道上川郡清水町字旭山南８線５６番１所在の山林１筆 

（延面積１０，２２４㎡） 

(26) 北海道上川郡清水町字旭山南８線５６番７所在の雑種地１筆 

（延面積   ３００㎡） 

(27) 北海道上川郡清水町字旭山南８線５６番８所在の原野１筆 

（延面積   ２７１㎡） 

(28) 北海道上川郡清水町字旭山南９線５７番地３所在の鉄骨造 亜鉛メッ

キ鋼板葺平家建 

旭山農志塾 作業室 １棟       （延面積 １６９．７６㎡） 

(29) 北海道上川郡清水町字旭山南９線５７番地３所在の鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板葺平家建 
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旭山農志塾 鶏舎Ｂ１棟          （延面積 １６２㎡） 

(30) 北海道上川郡清水町字旭山南９線５７番地３所在の鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板葺平家建 

旭山農志塾 鶏舎Ａ １棟          （延面積 １６２㎡） 

(31) 北海道上川郡清水町字旭山南８線５６番地２所在の鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板葺平家建 

清水旭山学園通所ホーム陶芸作業棟１棟  (延面積 ９７．２０㎡） 

(32) 北海道上川郡清水町字旭山南９線５７番地３所在の鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板葺平家建 

旭山農志塾養鶏飼料作業棟１棟       (延面積 ９４．５７㎡） 

(33) 北海道上川郡清水町字旭山南９線５７番地３所在の鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板葺平家建 

旭山農志塾養鶏飼料製造棟１棟      (延面積 ９８．８２㎡） 

(34) 北海道上川郡清水町字旭山南８線５９番所在の雑種地１筆 

（延面積 ７７５㎡）  

(35) 北海道上川郡清水町字旭山南８線６０番所在の雑種地１筆 

（延面積 １，８０５㎡） 

(36) 北海道上川郡清水町字旭山南８線６１番所在の雑種地１筆 

（延面積 １，０１１㎡） 

(37) 北海道上川郡清水町字旭山南８線６２番所在の雑種地１筆 

（延面積 １，４６０㎡） 

(38) 北海道上川郡清水町字旭山南９線７３番所在の雑種地１筆 

（延面積    ７０㎡） 

(39) 北海道上川郡清水町字御影４９９番地６､４９９番地２所在の 鉄筋

コンクリート造１階部分 

障害者支援施設あさひ荘､集会所 

（専有面積 ８１２．１４㎡､共用面積 ９５.３５㎡） 

(40) 北海道上川郡清水町南３条１丁目１番地１所在の鉄骨造陸屋根２階建 

特別養護老人ホームせせらぎ荘１棟(延面積 ４，３９７．０２㎡） 

(41）北海道上川郡清水町南３条1丁目1番地13所在の鉄骨造ステンレス鋼板

葺平家建 

認知症対応型共同生活介護施設せせらぎハウス１棟 

（延面積 ４０５．００㎡） 
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(42）北海道上川郡清水町御影東2条1丁目1番地24所在の木造合金メッキ鋼板 

葺２階建 

知的障害者グループホームあじさいハイツ住宅１棟 

（延面積 ２３３㎡） 

(43）北海道上川郡清水町字御影南２線６４番７所在の畑１筆 

（延面積 ２，６８０㎡） 

(44）北海道上川郡清水町字御影南２線６６番２所在の畑１筆 

（延面積 １，６３７㎡） 

(45）北海道上川郡清水町字御影南２線６６番１所在の畑１筆 

（延面積 ２，９６６㎡） 

(46）北海道上川郡清水町字御影南２線６６番５所在の畑１筆 

（延面積 ４，６７２㎡） 

(47）北海道上川郡清水町字御影南３線６３番４所在の畑１筆 

（延面積 １５，４２３㎡） 

(48）北海道上川郡清水町字御影南３線６５番２所在の畑１筆  

（延面積 ８，９４２㎡） 

(49）北海道上川郡清水町字御影南３線６５番１所在の畑１筆 

（延面積 ２５，５１２㎡） 

(50）北海道上川郡清水町字御影南３線６５番３所在の山林１筆 

（延面積 ２，４９３㎡） 

(51）北海道上川郡清水町字御影南１線５０番３２所在の雑種地１筆 

（延面積２，１３３㎡） 

(52）北海道上川郡清水町字御影南１線５０番地３２所在の軽量鉄骨造亜鉛

メッキ鋼板葺平家建 

就労継続支援Ｂ型事業所御影農志塾作業場Ａ棟１棟 

（延面積３４０．２０㎡）  

(53）北海道上川郡清水町字御影南１線５０番地３２所在の軽量鉄骨造亜鉛

メッキ鋼板葺平家建 

就労継続支援Ｂ型事業所御影農志塾作業場Ｂ棟１棟 

（延面積１００．２８㎡） 

(54）北海道上川郡清水町御影西２条４丁目６番２所在の雑種地１筆 

（延面積５５４㎡） 

（55）北海道上川郡清水町字御影南１線５０番１８所在の雑種地１筆 
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（延面積４，２６７㎡） 

（56）北海道上川郡清水町字御影南１線５０番１９所在の雑種地１筆 

（延面積４，２６７㎡） 

（57）北海道上川郡清水町字御影南１線５０番地１８所在の鉄骨造陸屋根平

家建 

就労継続支援Ｂ型事業所御影農志塾作業場兼休憩室 

（延面積８５４．４㎡） 

（58）北海道上川郡清水町御影西２条４丁目６番地２所在の木造合金メッ

キ鋼板葺２階建 

知的障害者グループホームななかまどハイツ住宅１棟 

（延面積２９８．３９㎡） 

（59）北海道上川郡清水町字御影南１線５０番地３２所在の軽量鉄骨造亜鉛

メッキ鋼板葺平家建 

就労継続支援Ｂ型事業所御影農志塾作業場Ｃ棟 

（延面積９７．２０㎡） 

（60）北海道上川郡清水町字御影南７線５０番１所在の原野１筆 

（延面積１，４００㎡） 

（61）北海道上川郡清水町字御影南７線５２番１所在の山林１筆 

（延面積１０，８１４㎡） 

（62）北海道上川郡清水町字御影南７線５２番３所在の山林１筆 

（延面積３０４㎡） 

（63）北海道上川郡清水町字御影南７線５２番４所在の雑種地１筆 

（延面積６４４㎡） 

（64）北海道上川郡清水町字御影南７線５４番１所在の山林１筆 

（延面積３，６３７㎡） 

（65）北海道上川郡清水町字御影南７線５４番２所在の山林１筆 

（延面積１３，３５４㎡） 

（66）北海道上川郡清水町字御影南７線５４番４所在の山林１筆 

（延面積２１，６９９㎡） 

（67）北海道上川郡清水町字旭山２４１番２所在の原野１筆 

（延面積１，１８２㎡） 

（68）北海道上川郡清水町字御影南１線５５番２３所在の宅地１筆 

（延面積５９０．４１㎡） 

（69）北海道上川郡清水町字旭山２８番７６所在の山林１筆 

（延面積２３，２７２㎡） 

（70）北海道上川郡清水町字旭山２８番７７所在の山林１筆 

（延面積２，６８０㎡） 

（71）北海道上川郡清水町字旭山２８番１０９所在の山林１筆 
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（延面積２２，１７８㎡） 

（72）北海道上川郡清水町字旭山２８番１１０所在の山林１筆 

（延面積２，７７６㎡） 

（73）北海道上川郡清水町字御影南１線５５番２３所在の木造平家建 

    就労継続支援Ｂ型事業所御影農志塾休憩舎１棟 

（延面積１０５．３０㎡） 

（74）北海道上川郡清水町南３条１丁目１番１０所在の鉄骨造陸屋根平家建 

地域密着型せせらぎ荘１棟     （延面積１，２１１．１０㎡） 

（75）北海道上川郡清水町南３条１丁目２番地２所在の宅地1筆 

（延面積 １１９㎡） 

（76） 北海道上川郡清水町南３条１丁目４番地２所在の宅地1筆 

（延面積 １１９㎡） 

（77） 北海道上川郡清水町南３条１丁目６番地２所在の宅地1筆 

（延面積 １１９㎡） 

（78） 北海道上川郡清水町南３条１丁目８番地２所在の宅地1筆 

（延面積 １１９㎡） 

（79） 北海道上川郡清水町南３条１丁目１０番地２所在の宅地1筆 

（延面積 １１９㎡） 

（80） 北海道上川郡清水町南３条１丁目１２番地２所在の宅地1筆 

（延面積 １１９㎡） 

（81） 北海道上川郡清水町字御影南３線６５番９所在の畑1筆 

（延面積９，４９９㎡） 

（82） 北海道上川郡清水町字旭山５番地１所在の山林1筆 

（延面積１１，６１３㎡） 

（83） 北海道上川郡清水町字旭山５番地３所在の山林1筆 

（延面積６，５７６㎡） 

 

３ 公益事業用財産は第３６条に掲げる公益を目的とする事業の用に

供する財産とし、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 

      (１) 北海道上川郡清水町字御影４９９番地６所在の鉄筋コン

クリート造、２階建 

         知的障害者共同住宅 リゾーム 

      (専有面積 1階 2.5㎡、2階 260.31㎡、共用面積36.83㎡） 

４ その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。 

５ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げ
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るため、必要な手続をとらなければならない。 

（基本財産の処分） 

第２９条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及

び評議員会の承認を得て、北海道知事の承認を得なければならない。

ただし、次の各号に掲げる場合には、北海道知事の承認は必要とし

ない。 

（１）独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する

場合 

（２）独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医

療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資

と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための

資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ

民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融

資に係る担保に限る。） 

（資産の管理） 

第３０条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理す

る。 

２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社

に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。 

（事業計画及び収支予算） 

第３１条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開

始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の議決を経て、評議

員会の承認を受けなけなければならない。これを変更する場合も、

同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了す

るまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 

第３２条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理

事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認

を受けなければならない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 



14 

 

(4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書） 

(5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計 

算書）の附属明細書 

(6) 財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第

６号の書類については、定時評議員会に提出し、第１号の書類につ

いてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けな

ければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、

一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一

般の閲覧に供するものとする。 

(1) 監査報告 

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した 

書類 

(4) 事業の概要等を記載した書類 

（会計年度） 

第３３条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日

をもって終わる。 

 

（会計処理の基準） 

第３４条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるも

ののほか、理事会において定める経理規程により処理する。 

（臨機の措置） 

第３５条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権

利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意が

なければならない。 

 

第７章 公益を目的とする事業 

（種別） 

第３６条 この法人は、社会福祉法第２６条の規定により、利用者が、個人

の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことが

できるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。 
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（１）知的障害者共同住宅リゾームの設置運営 

２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事の総数の３分の

２以上の同意がなければならない。 

（収益の処分） 

第３７条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う

社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。 

 

第８章 解散 

（解散） 

第３８条 この法人は、社会福祉法第４６条第１項第１号及び第３号から第

６号までの解散事由により解散する。 

（残余財産の帰属） 

第３９条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余

財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業

を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属

する。 

 

第９章 定款の変更 

（定款の変更） 

第４０条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、北

海道知事の認可（社会福祉法第４５条の３６第２項に規定する厚生

労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けなければならな

い。 

２ 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、

遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。 

 

第１０章 公告の方法その他 

（公告の方法） 

第４１条 この法人の公告は、社会福祉法人清水旭山学園の掲示場に掲示す

るとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。 

（施行細則） 

第４２条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 
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附 則 

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成

立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 

 

 理事長 三 沢 新 幸 

 理 事 小 原 松 雄 

  〃  中 田 淳  一 

  〃  伊 藤 藤一郎 

  〃  池 原 良 蔵 

  〃  高 橋   渉 

 監 事 池 田 義 雄 

  〃  伊 藤 重 次 

 

 この定款は平成２９年 ４月 １日より施行する。 

  

平成２９年１１月３０日受理 一部改正（農地購入による基本財産の増） 

平成３０年 ７月１８日認可 一部改正（山林２筆購入建物２棟解体による

基本財産の増減） 

平成３１年 ４月１０日認可 一部改正（第８条、１５条、１６条、１７条

２１条、２４条、２５条、３１条改正） 
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社会福祉法人清水旭山学園 

役員及び評議員の報酬等に関する規程 

 

（目的及び意義） 

第１条 この規程は、社会福祉法人清水旭山学園（以下「法人」と

いう。）の定款第８条及び第２１条の規定に基づき、役員及び

評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義等） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該

各号に定めるところによる。 

（１）役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等とい

う。 

（２）常勤の役員とは、理事のうちこの法人を主たる勤務場所とす

る者をいう。 

（３）非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。 

（４）報酬等とは、報酬、その他の職務執行の対価として受ける財

産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わ

ない。また、費用とは明確に区分されるものとする。 

（５）費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費（宿泊費を
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含む）及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分される

ものとする。 

（報酬等の支給） 

第３条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報

酬等を支給するものとする。ただし、職員給与が支給されて

いる役員等に対しては、報酬等は支給しないが、独立行政法

人社会福祉医療機構又は一般社団法人北海道民間社会福祉事

業職員共済会未加入の職員（以下「未加入職員」という。）に

対しては、退職慰労金のみを支給することができる。 

（１）常勤の理事    報酬、退職慰労金 

（２）非常勤の役員  報酬、退職慰労金 

（３）評議員     報酬 

 

（常勤役員の報酬等） 

第４条 常勤役員等に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区

分に応じ、当該各号に定める範囲内で、理事会において決定

する。 

（１）報酬  別表１に定める額以内とする。 

（２）退職慰労金  別表２に定める算式により算出される額以内
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とする。 

２ 非常勤の役員等に対する報酬の額は別表３に定める額以内とす

る。 

３ 非常勤の役員に対する退職慰労金の額は別表４に定める算式に

より算定される額以内とする。 

４ 未加入職員に対する退職慰労金の額は、前項の「理事・監事」

の算式を準用する。 

 (報酬等の支給方法) 

第５条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、次の各号によ

る報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。 

（１） 報酬 毎月２５日（ただし、その日が土曜日、日曜日又は祝  

日の場合は、職員給与規程に準じて支給） 

（２） 退職慰労金 任期の満了、辞任又は死亡により退職した後２  

か月以内 

２ 非常勤の役員及び評議員に対する報酬等は、理事会又は評議員

会への出席など法人・施設運営のための業務にあたった都度、

支給する。 

３ 報酬等は、現金により本人に（死亡により退任した者の退職慰
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労金にあっては、その遺族に）支給する。ただし、本人の同意

を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込

むことができる。 

４ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人

から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。 

（費用） 

第６条 役員等が出張する場合は、法人の旅費規程に基づいて、旅

費を支給する。 

２ 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、

当該費用を支給する。 

３ 役員等が職務遂行に当たって自家用車を使用した場合は、別表

６に定める交通費を支給する。 

（報酬等の日割り計算） 

第７条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支

給する、 

２ 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬

を支給する。 

３ 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額につい
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ては、その月の総日数から日曜日及び勤務を要しない土曜日の

日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

４ 第２項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任し

た場合は、その月までの報酬を支給する。 

（端数の処理） 

第８条 この規程により、計算金額が１円未満の端数が生じたとき

には、次のとおり端数処理を行う。 

（１）５０銭未満の端数については、これを切り捨てる。 

（２） ５０銭以上１円未満の端数については、これを１円に切り上 

   げる。 

（公表） 

第９条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第

１項２号に定める報酬等の支給の基準として公表する。 

（補則） 

第 10 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決

議を経て、別に定める。 

（改廃） 

第 11 条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 
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附 則 

１ この規程は、平成３１年 ４月 １日より施行する。 

２ この規程施行の際、現に役員である者の在任年数の起算日は初

めて役員に就任した日とする。 

３ 社会福祉法人清水旭山学園役員等報酬並びに理事会等開催にか

かる経費支弁規程は廃止する。 
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別表１（常勤役員の報酬） 

役職名 報酬の額 

理 事 長 月額  ５００，０００円 

常 務 理 事  月額  ４００，０００円 

 

別表２（常勤役員の退職慰労金算定式） 

最終報酬月額×在任年数×１．０ 

 ※上記在任年数は１か年単位とし、端数は月割りとする。ただし、１か月未

満は１か月に切り上げる。 

 

別表３ (非常勤役員等の報酬) 

役職名 報酬の額 

理  事  長   日額    １５，０００円 

副 理 事 長   日額    １２，０００円 

理 事 ・ 監 事   日額    １０，０００円 

評  議  員   日額    １０，０００円 

 

別表４（非常勤役員の退職慰労金算定式） 

役職名 算  定  式 

理  事  長 在任年数×２００，０００円 

副 理 事 長 在任年数×１００，０００円 

理 事 ・ 監 事 在任年数× ５０，０００円 

※上記在任年数は１か年単位とし、端数は月割りとする。ただし、１か月未 

満は１か月に切り上げる。 

 

別表５（交通費） 

交通費 １ｋｍ  単価５０円 

 


